
令和４・５年度保険料率改定について 

令和３年１２月 

（国から示された第２回試算条件等に基づいて資料を作成しています） 

資料№２－１ 



１ 第１回試算からの変更点 

 

（１）費用額及び収入額の見直し 

  ① 療養給付費等の見直し 

直近の実績（令和３年８月診療分まで）に基づく再推計 

     ⇒ 費用額（２年間の給付費）の合計が 約２２億円減額 

② 上記①に対応した収入額の再計算 

  ⇒ 収入額の合計が 約１９億円減額 

 

（２）国から提示される係数等の影響 

  ① 後期高齢者医療保険料の賦課限度額の変更 

現行 ６４万円 ⇒ ６６万円 

⇒ 所得割率が 約０．０５ポイント低下 

② 後期高齢者負担率の変更 

前回 １１．７７％ ⇒ １１．７２％ 

③ 調整交付金の算定に用いる各種係数等の変更 

  

⇒ ②及び③により、収入額の合計が 約７億円増額 

 

 

 

〇 （１）と（２）により、費用額が約２２億円減額、 

  収入額が約１２億円減額となり、差し引き 

  保険料等が 約１０億円減額 
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　　①　後期高齢者医療に係る費用額の合計　１兆７，３９７億円

　　②　後期高齢者医療に係る収入額の合計　１兆７，３９７億円

　　①　後期高齢者医療に係る費用額の合計　１兆７，３７５億円（▲２２億円）

　　②　後期高齢者医療に係る収入額の合計　１兆７，３７５億円（▲２２億円）

【平均被保険者数見込】　令和４年度　１，０４４，６６５人　令和５年度　１，０９６，８４３人

２年度合計 １兆７，１７８億円（９８．７４％）

支払基金交付金
(現役世代からの支援金)

国庫負担金
（高額医療費公費負担金含む）

埼玉県負担金
（高額医療費公
費負担金含む）

市町村負担金

２年度合計
２，１７１億円
(１２．４８％）

保健事業等に要する費用

２年度合計１１１．６億円（０.６４％）

葬祭費

２年度合計５５．７億円（０.３２％）

２ 前回試算との比較・・・後期高齢者医療に係る費用額及び収入額（見込み）

調整交付金
（国庫）

健康診査事業費補助金等

２年度合計１７．１億円（０.１０％）

審査支払手数料等

２年度合計３８．９億円（０.２２％）

特別高額医療費共同事業拠出金

２年度合計１３．０億円（０.０８％）

特別高額医療費共同事業交付金

２年度合計１３．０億円（０.０８％）

２年度合計
１，１８３億円
(６．８０％)

２年度合計
４，１２５億円
（２３．７１％）

２年度合計
１，４４１億円
(８．２８％)

２年度合計
１，３４２億円
(７．７１％)

２年度合計
７，１０５億円
（４０．８４％）

保険料等
(保険料収納必要額＋上昇抑制財源)

療養の給付費等に要する費用
（療養給付費 訪問看護費 移送費 高額療養費など）

２年度合計 １兆７，１５６億円（９８．７４％）

支払基金交付金
(現役世代からの支援金)

国庫負担金
（高額医療費公費負担金含む）

埼玉県負担金
（高額医療費公
費負担金含む）

市町村負担金

２年度合計
２，１６２億円
(１２．４４％）
（▲１０億円）

保健事業等に要する費用

２年度合計１１１．６億円（０.６４％）

葬祭費

２年度合計５５．７億円（０.３２％）

調整交付金
（国庫）

健康診査事業費補助金等

２年度合計１７．１億円（０.１０％）

審査支払手数料等

２年度合計３８．９億円（０.２２％）

特別高額医療費共同事業拠出金

２年度合計１３．０億円（０.０８％）

特別高額医療費共同事業交付金

２年度合計１３．０億円（０.０８％）
２年度合計
１，１８０億円
(６．７９％)
（▲３億円）

２年度合計
４，１１７億円
（２３．６９％）
（▲８億円）

２年度合計
１，４３８億円
(８．２７％)
（▲３億円）

２年度合計
１，３３９億円
(７．７１％)
（▲２億円）

２年度合計
７，１０９億円
（４０．９２％）
（＋４億円）

保険料等
(保険料収納必要額＋上昇抑制財源)

療養の給付費等に要する費用
（療養給付費 訪問看護費 移送費 高額療養費など）

（１） 第１回試算における令和４年度・令和５年度の費用額及び収入額

（２） 第２回試算における令和４年度・令和５年度の費用額及び収入額
療養給付費等を精査
年度ごとの費用見込を再推計

公費と支援金の再計算
療養給付費等の減額に連動した減額

各種係数の変更等 後期高齢者負担率の変更に伴う増額

（▲２２億円）
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４ 上 昇 抑 制 財 源 活 用 ケ ー ス 別 の 保 険 料 率

【ケース３】 剰余金 １３５億円活用

保険料賦課総額 ＝ 保険料収納必要額（２，１６２億円－１３５億円） ÷ 予定保険料収納率９９．３９％ ＝ ２，０３９億円

【ケース４】 剰余金 １３０億円活用

保険料賦課総額 ＝ 保険料収納必要額（２，１６２億円－１３０億円） ÷ 予定保険料収納率９９．３９％ ＝ ２，０４４億円

＜内訳＞ 均等割総額 ９５８億円 所得割総額 １，０８１億円

＜内訳＞ 均等割総額 ９６１億円 所得割総額 １，０８３億円

＜参考：現行保険料率等＞ 均等割額４１，７００円 所得割率７．９６％

（均等割：所得割 ＝ ４６：５４） １人当たり保険料（軽減前）９０，６５７円 （軽減後）７６，４８１円

【ケース１】 剰余金等活用なし

保険料賦課総額 ＝ 保険料収納必要額（２，１６２億円－ ０億円） ÷ 予定保険料収納率９９．３９％ ＝ ２，１７５億円

＜内訳＞ 均等割総額 １，０２２億円 所得割総額 １，１５３億円

＜内訳＞ 均等割総額 ９４８億円 所得割総額 １，０７０億円

保険料賦課総額 ＝ 保険料収納必要額（２，１６２億円－１５６億円） ÷ 予定保険料収納率９９．３９％ ＝ ２，０１８億円

【ケース２】 剰余金 １５６億円活用

均等割額・・・ ４７，７３０円
所得割率・・・ ９．１９％
１人当たり保険料
（軽減前）・・ １０１，５５６円
（軽減後）・・ ８５，１４１円

均等割額・・・ ４４，２８０円
所得割率・・・ ８．４１％
１人当たり保険料
（軽減前）・・ ９４，２２７円
（軽減後）・・ ７９，０１６円

均等割額・・・ ４４，７５０円
所得割率・・・ ８．５１％
１人当たり保険料
（軽減前）・・ ９５，２１３円
（軽減後）・・ ７９，８０４円

均等割額・・・ ４４，８６０円
所得割率・・・ ８．５４％
１人当たり保険料
（軽減前）・・ ９５，４４８円
（軽減後）・・ ８０，０４６円

【ケース５】 剰余金 １００億円活用

保険料賦課総額 ＝ 保険料収納必要額（２，１６２億円－１００億円） ÷ 予定保険料収納率９９．３９％ ＝ ２，０７４億円

＜内訳＞ 均等割総額 ９７５億円 所得割総額 １，０９９億円

均等割額・・・ ４５，５２０円
所得割率・・・ ８．６９％
１人当たり保険料
（軽減前）・・ ９６，８５８円
（軽減後）・・ ８１，２２１円

（均等割：所得割 ＝ ４７：５３）
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５ 今後、想定される変更点等 

（１）窓口２割負担施行時期の決定 

（２）国から提示される係数等の変更 

（３）診療報酬改定 

 

６ 今後の改定スケジュール 

（１）第４回埼玉県後期高齢者医療懇話会（１月１８日） 

  ① 第３回試算状況の報告 

  ② 懇話会提言案のとりまとめ 

（２）県知事への協議（１月下旬～２月上旬頃） 

    懇話会の提言に基づき作成した保険料率改定案を県知事に協議 

（３）広域連合議会への条例改正案の提案（２月１６日） 

    県知事との協議を踏まえた条例改正案（保険料率は条例に規定）

を広域連合議会に提案 
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